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本日の講義内容 
 

1. レポート作成のステップと「引用」をめぐるいくつかのポイント 

 

2. 「引用」の意味 

 

3. 著作権とは 
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１．レポート作成のステップと 
  「引用」をめぐるいくつかのポイント 
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レポート作成の10のステップ 

(1) テーマの選択 

(2) 事前調査 

百科事典（JapanKnowledge等)、
新聞DB、図書館でブラウジング 

(3) 仮アウトライン 
（目次）作成 

(4)関連文献の調査 

学術論文 
(5) 文献の入手 

(6)文献の読解と整理 

(7) 最終アウトライン 
（詳細な目次）作成 

(8) 執筆・校正 

(9) 出典の表示 

(10) 仕上げ 



（３）関連文献を探す 
 

1. 本や論文をテーマの「キーワード」から検索する 
 

2. 図書館の本を実際に見る「ブラウジング」 
 

3. 手持ちの関連書籍や論文の参考文献リスト等
からたどる「芋づる式」 
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「書誌」の読み方 
（「芋づる式」のポイント） 

 

１） 二宮くみ子：うまみの世界、うま味の文化・UMAMIの科学 

   著者名: 図書タイトル 

    

       （山口静子監修）丸善、東京p.35-64（1999） 

   （監修者名） 出版社名、出版地、参照にした論文のページ数、出版年 
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「書誌」の読み方 
（「芋づる式」のポイント） その２ 

  

 ２）伏木亨、川崎寛也、鈴木綾子 ： おいしさと“こく”、だし、脂肪への嗜好性、 

   著者名 : 論文タイトル 

  

   日本味と匂学会誌 9（2），163-168（2002） 

   学術雑誌タイトル 巻数（号数），ページ数（出版年） 
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「書誌」の読み方 
（「芋づる式」のポイント） その３ 

 12) Sclafani A and Glendinning JI : Suger and fat conditioned flavor  

         

      preferences in C57BL/6J and 129 mice: Pral and postoral interactions. 

  

  

     Am J Physiol 289, R712-720 (2005)  
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著者名 : 論文タイトル 

学術雑誌タイトル 巻数，ページ数（出版年） 



目的と対象の適切性 
• 文献が書かれた目的は？ 
• 扱っている対象は？ 
 

データの信憑性 
• データ・文献は適切か？情報源は確かか？ 
• データ・文献の分析の仕方は適切か？ 
• 事実と意見が区別されているか？ 

 

論旨・論理の一貫性？ 

 

法・倫理の問題 

(6) 文献の読解と整理 



（9）出典の表示 
「書誌」の書き方、引用と参照 

 

 引用する媒体（和雑誌、洋雑誌、図書、ウェブサイトなど）によって違う 

 

 発表媒体（雑誌・図書）によって、スタイルが違う 

  ⇒「投稿規定」「執筆要領」の確認 
  

 授業レポートの場合は、先生と確認 
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11 「『日本味と匂学会誌』投稿規定および執筆要領」参照 



２．「引用」の意味 
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「引用」「参照」の意味 

自分の意見や発想の根拠を明示する 

 
◦ 先人達による学問の積み重ねの中に、何を付け加えたかを明らかにすることで、自
分の発見の位置づけを明らかにする  
 

◦ 今までの見解に反論する場合でも、「反論対象」の根拠を明示する 
 

自分の意見と他人の意見とを区別する 
◦ 「盗作」と見なされる恐れがある⇒「著作権」侵害 

 

 研究方法についても、引用・参照が求められる場合あり 

  

かみしばい「伊能忠敬の地図作り」 (2013.4 訂正版）HP参照 



論文名 

著者名 

抄録 

キーワード 

本文 

（参考）論文の構成例 



「引用」「参照」のルールやポイント 
引用の場合 

 
「自分の文章」と「引用部分」の主従関係を明らかにする。 
 
引用部分の明確化、被引用文献（出典）の明示 
「   」や“”でくくる 
長い文章の引用は「段下げ」（インデント） 
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出典：伏木亨（2009）「うま味とにおいのインター
ラクション : 鰹ダシのおいしさを例に」『日本味と
匂学会誌 16(2)： 185-188. 

 

 参照の例：  参照の場合 
 本文中で参照した部分を、

文献リストや註（脚注・文末
註）で明示 

「引用」「参照」のルールやポイント その２ 
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「引用」「参照」のルールやポイント その３ 

参考文献 

出典： 櫻井義秀. 分野別研究動向（東南アジア）グローバリゼーションと地域社会変動. 
社会学評論. 2008, vol. 57, no. 1, p. 204-217. 



２．「著作権」とは 
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「著作権」とは 
「知的財産権」のひとつ 

 

文芸、学術、音楽、芸術など人間の思想や感情を表現したさまざまな
「著作物」を対象としている 

 

「著作物」は「著作権」によって原則として「著作者」の死後50年間保
護される 

 

ただし、著作権の有無に関わらず、学術の世界では他者の文章やア
イディアを借用・参照する場合には、ルールにのっとって、明示する必
要がある 
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知的財産権 

20 「公益財団法人著作権情報センターＨＰ」参照 



「著作物」の種類 
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著作物の種類 具体例 

言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など 

音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 

舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け 

美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など（美術工芸品も含む） 

建築の著作物 芸術的な建造物（設計図は図形の著作物） 

地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など 

映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど 

写真の著作物 写真、グラビアなど 

プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム 

「公益財団法人著作権情報センターＨＰ」参照 
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著作物の種類 具体例 

二次的著作物 

 
前頁の表の著作物（原著作物）を翻訳、編曲、変
形、翻案（映画化など）し作成したもの 
 

編集著作物 
 
百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など 
 

データベースの著作物 
 
編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの 
 

「著作物」の種類 

「公益財団法人著作権情報センターＨＰ」参照 



海外で発行の著作物など 
 

日本は、「ベルヌ条約」、「万国著作権条約」をはじめとする著作権に
関係する国際的な条約に加盟しており、条約加盟国民の著作物や、
条約加盟国で最初に発行された著作物を保護する義務がある 

 

これらの国際条約により保護義務を負わない著作物であっても、日本
で最初に発行された外国人の著作物については保護される 

 

国際条約へ新しく加盟する国もある 

  

23 「公益財団法人著作権情報センターＨＰ」参照 



では、第2セッションへ！ 
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